
平成２５年度 重点取組 進捗状況平成２５年度 重点取組 進捗状況
～地域の森林・林業の再生に向けて～

近畿中国森林管理局は、一般会計初年度として、公益重視の管理経営の一層の推
進や森林・林業再生の観点から、各般の取組を進めています。

特に国有林の組織、技術力、資源を活かして、コスト削減や路網整備、木材の安定供
給をはじめ地域の森林・林業の再生に向けた取組を積極的に進めています。

平成２５年１０月
近畿中国森林管理局近畿中国森林管理局

資料１



１ 森林吸収源対策の推進

地球温暖化対策については、京都議定書の第２約束期間（平成25年～平成32年）に入り、第１約束期間に引き続き、国自ら率先して森林吸収
量の確保に努めて行くこととしています

地球温暖化対策については、京都議定書の第２約束期間（平成25年～平成32年）に入り、第１約束期間に引き続き、国自ら率先して森林吸収量の確

保に努めて行くこととしています。量の確保に努めて行くこととしています。保に努めて行くこととしています。

※平成25年度９月末現在の実行状況

除伐 470haのうち 450ha(96%)除伐 470haのうち 450ha(96%)
間伐 5,550haのうち 3,553ha(64%)
計 6,020haのうち 4,003ha(66%)

（発注ベース）
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問い合わせ先：近畿中国森林管理局 企画官（間伐推進）
担当：森合 TEL 050‐3160‐6767 １



間伐推進を目的として設定した列状間伐の試験地等において、森林総合研究所関西支所と連携

（参考） 「列状間伐推進のための現地検討会」を開催

間伐推進を目的として設定した列状間伐の試験地等において、森林総合研究所関西支所と連携

して民有林関係者を対象とした列状間伐推進のための現地検討会を９月１２，１３日の両日開催し、
６０名が参加しました。（岡山署管内及び森林技術・支援センターにて開催）
現地は、２回目（一部は３回目も含む）の間伐も列状間伐を実施し、林況変化の把握と経営的評価

を行うために設けられた試験地で 民有林ではほとんど実行されていない列状間伐の効果や作業工を行うために設けられた試験地で、民有林ではほとんど実行されていない列状間伐の効果や作業工
程等について意見交換を行いました。

※列状間伐とは、間伐の方法の一つで、作業の低コスト化等を目的に、伐採や搬出
に都合が良いように一定の間隔で列状に間伐を行う方法です。

水昌山国有林での現地検討会の様子
すいしょうやま

水昌山国有林での現地検討会の様子

森林技術・支援センターでの意見交換会の様子

現地検討会、意見交換会での主な論点

➀２回目の列状間伐の判断基準
②列の方向(角度)と幅

③列状間伐以降の残存木の生長量
④(列状)間伐木の販売量と価格
⑤伐採 造材 集材の功程

入開山国有林での現地検討会の様子

⑤伐採、造材、集材の功程

などけんとう、意見交換会

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 技術普及課 担当：多田 今井 TEL 050‐3160‐6750 ２

いりがいやま



２ 路網整備の促進

森林・林業の再生に向け、森林整備や木材生産の低コスト化・効率化を推進するため、丈夫で簡易な路網整備を行います。
平成２５年度においては、１２署（所）で「林業専用道」の開設を２４．２ｋｍ予定しています。平成２５年度においては、１２署（所）で 林業専用道」の開設を２４．２ｋｍ予定しています。

また、平成２４年度に開設した林業専用道のモデル路線を活用し、具体の路網配置等を検討する現地検討会を開催するとともに、各署等において、
これまで作設した作業道について作設指針と比較検討等を実施し、簡易で丈夫な路網づくりに取り組みます。

※林業専用道とは、幹線となる
林道を補完し、森林作業道と組
み合わせて、森林施業の用に供
する道です。10t積程度のトラック
等の走行を予定するものです。

【林 業 専 用 道】

路網とは：林道、林業専用道、森林作業道、森林内の公道等を含む
道の総称である。

Ｋｍ
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※森林作業道とは、特定の者が
森林施業のために利用するもの
で、主として林業機械の走行を予
定するものです。

【森 林 作 業 道】

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 森林整備課 担当：川村 中村 TEL 050‐3160‐6755 ３
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（参考） 路網整備の現地検討会等の実施

（林業専用道と森林作業道の連携）
5月16日に各署等の総括森林整備官など３４名が参加して、岡山署高ノ峰国有林に24年度新設した林業専用道（モデル

路線 お 検 会を実施 ま た 参加者 班 分れ 伐を実施する際 森林作業道 ポ 線 な

こうのみね

路線）において検討会を実施しました。参加者は５班に分れ、間伐を実施する際の森林作業道のアクセスポイントや線形な
どをグループごとに議論して図示し、最後に参加者全員で各班の検討結果を議論しました。

終点まで踏査して全体の状況把握 作業道のアクセスポイントと線形の検討 各班毎に検討結果を発表終点まで踏査して全体の状況把握 作業道のアクセスポイントと線形の検討 各班毎に検討結果を発表

（簡易で丈夫な森林作業道の定着）
これまで作設した森林作業道を教材に作設指針と現状を比較検討し、各現場の状況に応じて丈夫な森林作業道を

作設できるよう知見等を集積しています。

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 森林整備課 担当：川村 中村 TEL 050‐3160‐6755
資源活用課 担当：細川 藤本 TEL 050‐3160‐6766

既設森林作業道の縦断勾配を確認
既設森林作業道の排水及び配置状況を確認

４



３ 低コスト造林の推進

近畿中国森林管理局ではこれまで現地検討会を実施し、マルチキャビティコンテナ苗とセラミック苗の植栽による低コスト造林の推進に努めてきたと
ころです。平成２５年度においては、８署（所）で、マルチキャビティコンテナ苗約５．３万本、セラミック苗約５．３万本の本格的な植栽を予定し、今後も
マルチキャビティコンテナ苗等の利用促進に積極的に取り組んで参りますマルチキャビティコンテナ苗等の利用促進に積極的に取り組んで参ります。

また、山口所などこれまでの現地検討会実施箇所において、継続的に活着率等のデータを収集するとともに、局においては、岡山署管内における
伐採と植栽の一括発注を活用し、ヒノキのコンテナ苗等に係る低コスト化を実証するための技術開発を、森林総合研究所関西支所と連携して取り組
んでおり、その成果について民有林関係者等を対象にした現地検討会を１１月７、８日の両日に開催します。

ﾏﾙﾁｷｬﾋﾞﾃｨｺﾝﾃﾅ苗 セラミック苗 三室試験地 三光山試験地

●コンテナ苗等の植栽功程等

署(所)名 兵　庫

区分
セラミック苗 コンテナ苗 セラミック苗 コンテナ苗 セラミック苗 コンテナ苗 セラミック苗 普通苗

森林技術・支援センター岡　山 山　口

区分 (スギ：１５８本) (ヒノキ：５０本) (ヒノキ：５０本） (ヒノキ：１５０本） (ヒノキ：１５０本) (ヒノキ：３０１本) (ヒノキ：３００本） (ヒノキ：３０１本)

植栽功程
（本/６時間・人）

441 379 626 286 353 382 438 218

活着率
77 100 100 91 88 調査中

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 森林整備課 担当：川村 中村 TEL 050‐3160‐6755 ５

※平成２３年度～２４年度のデータ

（％）
77 100 100 91 88 調査中



伐採跡地の植栽は、伐採を行った請負者がコンテナ苗等を活用して一連の作業として行うことなどで低コスト
化が期待できます 今年度は 管内４署（兵庫 島根 岡山 広島北部）で実行しています

（参考） コンテナ苗等を活用した伐採と植栽の一括発注

化が期待できます。今年度は、管内４署（兵庫、島根、岡山、広島北部）で実行しています。
なお、岡山署（三室国有林）の現場では、森林総研と連携して試験地を設定し、実証試験を進めています。

○岡山署(三室国有林） 三室国有林発注箇所○岡山署(三室国有林）
・伐採：面積５．８３ha（うち植栽面積５．４０ha）
・植栽：約１１.３千本（2.1千本/ha）

（内訳：コンテナ苗5,035本（ﾋﾉｷ）、セラミック苗2,850本（ﾋﾉｷ）、
残りは普通苗（ﾋﾉｷ ｽｷﾞ））

三室国有林発注箇所

残りは普通苗（ﾋﾉｷ､ｽｷ ））
・作業：伐採は７月から開始し、植付は８月、１０月（予定）及び４月(来春、予定)。

植栽功程調査等を実施。

※現地検討会を１１月７、８日に開催予定※現地検討会を 月 、 日に開催予定

【試験地3箇所0.86ha】

8月植え8月植え

10月植え

伐採前の林相・現地踏査 ８月の植栽の状況

４月(来春)植え

６



４ 治山対策の推進

平成２５年度予算及び２４年度補正予算により、集中豪雨等によって被災した緊急性の高い山腹崩壊地等の早期の復旧整備等を図ると
ともに、過密化した保安林の整備等により山地の防災力の向上を図ります。

【民有林との連携・特定流域総合治山事業の実施】 石川県小松市の名【民有林直轄治山事業の新規着手】

、過密 保安林 備等 り 防災 を図り す。
特に、平成２３年の台風１２号等による山地の復旧については、国有林のほか奈良県及び和歌山県の民有林において民有林直轄治山事
業を着実に推進します。

石川県小松市の名
あたか せき

勝、安宅の関に隣接
する安宅林国有林と
民有林において、マ
ツクイムシや雪害に
より被災した松林の

和歌山県田辺市において、平成２３年台風１２号の影響によ
り大規模な山腹崩壊とそれに伴う土石流により、道路が寸断さ
れ人家に被害を及ぼすとともに、世界遺産である熊野古道も被
災するなど、甚大な被害が発生しました。

崩壊地の拡大や土石流の再発を防ぐことにより下流域の安

事業実施区域（白線内）

より被災した松林の
復旧を石川県との連
携事業として平成２５
年度から着手し実施
します。

崩壊地の拡大や土石流の再発を防ぐことにより下流域の安
全を図るため、民有林直轄治山事業による復旧・整備に着手し
ます。
※ 民有林直轄治山事業とは、事業費が大規模な場合や高度な技術を要する場
合などに民有林において国が行う保安施設事業です。

多数の大規模な山腹崩壊地が発生多数の大規模な山腹崩壊地が発生

【木材利用の推進】
事業の実施に当たっては、土木構造物の資材や型枠等に積極的に間伐材等

木材利用を推進します。

森林整備の過程で生産される間間伐材を使用した型枠 森林整備の過程で生産される間

伐材は、コンクリートに比べ生産過程
における二酸化炭素の排出量が少
なく、材じたいも炭素を貯蔵すること
から、環境負荷の軽減などの効果が
期待できます

間伐材を使用した型枠

土石流による被害発生状況

期待できます。
また、現地発生材を使用した工法

にも取り組みます。

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 治山課 担当：徳留 橋本 TEL 050‐3160‐6756 ７



【民有林との連携・山地災害への対応】

（参考） 民有林直轄治山事業の新規着手、民有林との連携・山地災害への対応

・ヘリコプターによる現地調査

【民有林直轄治山事業の新規着手】

和歌山県田辺市において 平成２３年台風１２号の影響により ヘリコプタ による現地調査
平成25年7月28日の大雨により、山口

県、島根県では1時間に100ミリ以上の猛烈
な雨が降り続き、浸水等による人的被害
や、土砂崩れによる道路不通が発生したこ
とから 当局では 山地災害の発生状況を

和歌山県田辺市において、平成２３年台風１２号の影響により
大規模な山腹崩壊とそれに伴う土石流により、甚大な被害が発生
した「紀伊田辺」地区において、崩壊地の拡大防止等により下流
域の安全を図るため、民有林直轄治山事業による復旧・整備に着
手するとともに、治山事業所の開所式を5月29日に開催しました。
開所式では 来賓として和歌山県農林水産部長 田辺市長など とから、当局では、山地災害の発生状況を

把握するため、山口県及び島根県の要請
を踏まえ、これら2県の災害担当者及び(独)
森林総合研究所の専門家等と合同で、ヘリ
コプターによる現地調査を実施しました。

開所式では、来賓として和歌山県農林水産部長、田辺市長など
から御挨拶を頂くとともに、約30人のご出席を賜り記念撮影等を
行いました。

ヘリ搭乗中の様子(島根県)

・治山技術者の派遣等
平成25年7月28日の大雨により山口県

等では山崩れ等の山地災害が発生したこ
とから 山口県から林野庁に対し 災害関とから、山口県から林野庁に対し、災害関
連緊急治山事業等の申請書作成に係る調
査等の技術支援と山口森林管理事務所の
会議室使用について要請があり、当局で
は、この要請に応え治山技術者の派遣等
を8月19日から23日にかけて行いました

田辺市中辺路行政局での看板設置参加者による記念撮影
を8月19日から23日にかけて行いました。

路 板設参 撮影

島根県津和野市(民有林)の被災状況

事業区域 愛賀合(あいがごう)区域

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 治山課 担当：徳留 橋本 TEL 050‐3160‐6756 ８

事業区域 愛賀合(あいがごう)区域
山口県での現地調査の状況

山口森林管理事務所での作業状況



５ 生物多様性の保全

「白山山系緑 廊 （ 署 福 署） 「越美山地緑・「白山山系緑の回廊」（石川署、福井署）、「越美山地緑の回
廊」（福井署、滋賀署）、「東中国山地緑の回廊」（兵庫署、鳥
取署、岡山署）において、区域内の森林について、林分に生
息する動物相を定性的に把握するためのモニタリング調査、
巡視等を通じて 緑の回廊の適切な保全 管理を進めます巡視等を通じて、緑の回廊の適切な保全・管理を進めます。

・「東中国山地緑の回廊」においては、民有林と国有林の保護
林を連結して設定しており、野生鳥獣との共生を目指した森
林づくり 拠点となるよう 周辺民有林と 連携を強化するた林づくりの拠点となるよう、周辺民有林との連携を強化するた
めの連絡調整会議を開催し、今後の対策を含めた適切な森
林づくりを進めます。

【連絡調整会議の様子】※緑の回廊とは、野生動植物の生息・生育地を結ぶ移動経路を確保することにより、個体群の交流を促
進して 種の保全や遺伝的な多様性を確保するため 保護林を中心にネットワークを形成するものです

・池郷国有林（奈良所）において、新た
な保護林の設定（森林生物遺伝資源

いけごう

進して、種の保全や遺伝的な多様性を確保するため、保護林を中心にネットワ クを形成するものです。

な保護林の設定（森林生物遺伝資源
保存林）に向け、希少野生動植物の
生息・生育地や学術的に貴重な群落
等における保護林の設定に必要な
データの収集等の調査を実施します。デ タの収集等の調査を実施します。

・学識経験者等を含めた現地検討会を
開催し、意見を聴いたうえで適切な保
全・管理対策の充実を図ります。全 管理対策の充実を図ります。

【池郷国有林の様子】
【自動撮影：
ニホンジカ（上）・ツキノワグマ（下）】

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 計画課 担当：石上 森本 TEL 050‐3160‐6732 ９



（参考）緑の回廊の保全管理、保護林の設定に向けたモニタリング調査等の実施

有林 保護林と 野生動
【緑の回廊位置図】

・７月２４日、国有林の５つの保護林と、野生動
植物の保護等を目的とした取組が行われている
民有林とをつないで設定されている東中国山地
緑の回廊について、関係機関が参加して連絡
調整会議を開催しました調整会議を開催しました。

各機関の現在の取組状況等を報告するととも
に、今後の野生動物の保護対策や病虫獣害対
策について、意見交換を行いました。

・現在、緑の回廊ではモニタリング調査を実施
中です。

【連絡調整会議】
〈兵庫県上山高原エコミュージアム ふるさと館（会議室）〉 【 国有林の区域 民有林の区域】

・７月１７・１８日、奈良県下北山村に位置する池郷国有林にお
いて、学識経験者や関係機関が出席し、新たな保護林の設定

〈兵庫県上山高原 コミュ ジアム ふるさと館（会議室）〉

【７月１７～１８日：現地検討会】

【 国有林 域 民有林 域】

← 【１日目】 ↓

↓ 【２日目】
いけごう

いて、学識経験者や関係機関が出席し、新たな保護林の設定
に向けた現地検討会を開催しました。

現地で、植生の状況やニホンジカによる剥皮の状況等につ
いて確認するとともに、希少動植物の生息・生育状況等に係る
現地調査の実施等について意見交換を行いました。現地調査の実施等に いて意見交換を行いました。

・９月１７日、学識経験者等を含めた保護林設定委員会（池郷
森林生物遺伝資源保存林設定委員会）を開催し、現地調査の
結果を踏まえた今後の保全･管理の方向について検討を行い結果を踏まえた今後の保全 管理の方向について検討を行い
ました。

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 計画課 担当：石上 森本 TEL 050‐3160‐6732 １０

【９月１７日：設定委員会の様子】 ↑



６ 近畿中国局の特性を踏まえた国有林と民有林の一体的な管理経営の検討

目指すべき森林の姿を念頭に、民有林と国有林が隣接する森林で地域の特性に合致した最も効率的な作業システムが

実施できる林業専用道を配置し、当該区域の森林を低コストで最大限に資源化することを検討します。条件が異なる２箇所
（和歌山森林管理署宮城川国有林および岡山森林管理署山ノ神谷国有林とその隣接民有林）をモデル団地に選定し、外部
有識者等を含めた委員会による検討を２５年度中に行います。

（検討方向（見込み））
① 宮城川団地：国有林内に民有林が介在する団地で、急傾斜地が多いことからタワーヤーダ等による集材を前提
とした作業システムを想定し、周辺民有林も含めた管理経営を検討

② 山ノ神谷団地：国有林側からしかアクセス出来ない民有林があり 比較的傾斜が緩やかなことから 丈夫で簡易② 山ノ神谷団地：国有林側からしかアクセス出来ない民有林があり、比較的傾斜が緩やかなことから、丈夫で簡易
な森林作業道作設とフォワーダによる集材を前提とした作業システムを想定し、周辺の公的森林などを合わせた大
規模な団地の管理経営を検討

○ 今後の取組内容

○ 委員会の構成
--外部委員--

現地踏査を含め３ モデル団地における路網整
--外部委員--
学識経験者

素材生産事業体
県職員

--国有林職員--
林道 森林計画等 業務

～４回の検討会を
経て、成果を取り
まとめ

備等
（平成２６年度以降）

・民有林との合意形成、専用道の
調査設計、協働による販売、一体
的な造林事業発注など林道、森林計画等の業務

のトップクラスの技術者

○ 検討会の実施
※ 第１回検討委員会

年度末に職員のほ
か、市町村、森林
組合等へも参加を
呼びかけ、内容の

的な造林事業発注など
・成果を基に、他地域へ拡大、よ
り広範な地域での管理経営モデル
の検討へ深化
・国有林が地域の森林・林業政策

１１

※ 第１回検討委員会
H25.10.24開催

説明会を実施 を先導



目指すべき姿のイメージ（１０年後）

原生的な天然生林

国有林を最大限資源化・活用化し、
地域経済の振興につなげる。 D 共同土場

長伐期の育成林
（伐期：100年以上）

Ａ材
択伐 C

バイオマス活用広葉樹の育成林
（伐期：20～30年）

Ｃ材

林業専用道B
C Ｃ材

林道A
森林作業道

A
E低コストの循環利用林

（伐期：標準伐期）
Ｂ・Ｃ材

低コストの循環利用林
（民有林）

民有林

国有林

林地残材・広葉樹材

5,000円/m3 メド
列状間伐

発電所
製材工場

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 森林整備課 担当：川村 中村 TEL 050‐3160‐6775 １２



７ 森林共同施業団地の設定等の推進

・民有林と国有林が連携することで事業の効率化や低コスト化等が期待される区域については、引き続き民有林森
林所有者等との調整等を図り、森林共同施業団地の設定に取り組みます。

・既設の団地については、事業の計画的かつ確実な実行に努めるとともに、団地の整備計画を見直す際には、効率
的な路網の整備や出材時期の調整等に取り組みます（３７箇所設定済み）。

森林農地整備センター

森林農地整備センター森林農地整備センタ

【森林共同施業団地】

民有林と連携し、団地内に作設した作業道 H19年度の協定締結からH24年度末までに、124haの間伐、11kmの路網整備を実施

【森林共同施業団地】

【斐伊川森林計画区：八川国有林（奥出雲町）】

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 計画課 担当：石上 森本 TEL 050‐3160‐6732 １３

ひいかわ やかわ



（参考） 森林共同施業団地における民国連携の一層の推進

今年度 新たに奈良森林管理事務所管内で１団地の実施計画を策定し 現在３７箇所で森林共同施業団地を設定していると今年度、新たに奈良森林管理事務所管内で１団地の実施計画を策定し、現在３７箇所で森林共同施業団地を設定していると
ころですが、このうち、民有林と国有林との連携した共同施業等がより一層期待できる６団地を「重点取組団地」として位置づ
け、現在、平成２６年度から共同施業等が実現できるよう協定相手方と調整を図っているところであり、各地で民国連携による
施業を一層進めます。

※ 共同施業等では、入札公告における協定相手方の事業数量等の記載や発注時期の調整により、事業の効率化を図
り、共同した施業を実施します。また、出材時期を同じくする協調出荷や民有林と連携した林産物の安定供給システムに
よる販売について検討します。

計画どお

面積(ha)
署等名

団地数

計画どお
り進捗

左記以外 国有林 民有林 計

三重署 1 1 1,010 82 1,092
京都大阪所 1 1 294 758 1,052

兵庫署 2 2 658 1,401 2,059
奈良所 1 120 209 329

署等名

奈良所 1 120 209 329
和歌山署 1   1(1) 266 1,273 1,539
鳥取署 1   1(1) 1,097 274 1,371
島根署 23 5  18(2) 4,532 8,549 13,081
岡山署 1 1 385 135 520

広島北部署 1 1 402 475 877広島北部署
広島署 3 1    2(1) 1,318 1,322 2,640
山口所 2    2(1) 652 121 773

計 37    9(2)   27(4) 10,734 14,599 25,333

注2：（　）は重点取組団地で内数

 注1：平成25年8月31日現在

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 技術普及課 担当：多田 今井 TEL 050‐3160‐6750 １４



８ 公益的機能維持増進協定締結の推進

・民有林における公益的機能の低下が国有林が発揮する公益的機能に悪影響を及ぼすおそれがある場合等につい
は 「 益的機能維持増進協定 を森林所有者等と締結 路網 開設 間伐等 森林整備 外来樹種駆除等をては、「公益的機能維持増進協定」を森林所有者等と締結し、路網の開設、間伐等の森林整備、外来樹種駆除等を

民有林と一体的に実施することを推進する仕組みが新たに設けられました。

・森林整備等が必要な民有林の中から、この仕組みを活かして整備等が可能な民有林がないかどうか調査を行うと
ともに 市町村 森林組合との連携を図り 所有者 の働きかけを行い 公益的機能維持増進協定の締結にともに、市町村、森林組合との連携を図りつつ、所有者への働きかけを行い、公益的機能維持増進協定の締結に
向けて取り組みます。

【イメージ】 【現在の検討状況（次の条件を満たす箇所を候補地として掘り起こし）】【イメージ】

国有林国有林

【現在の検討状況（次の条件を満たす箇所を候補地として掘り起こし）】
①国有林に隣接または介在する民有林
②公益的機能別施業森林に位置づけられている人工林（林齢３０～５０年生程度）
③間伐が必要な状況にある森林（過去に搬出間伐が実施された箇所は除外）
④水造 公社 公有林は除外

国有林のみで実施 協定を締結し、民有林も含めて実施

④水造、公社、公有林は除外
⑤近隣に国の間伐施業予定地がある

土壌保全機能低下の懸念

既設路網

民有林

国有林

民有林

国有林

国有林

国有林

民有林で土壌保全機能低下の懸念が
あり、国有林にも影響を生ずるおそれ

路網や国有林への影響を回避しつ
つ、双方の間伐の効率も向上

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 計画課 担当：石上 森本 TEL 050‐3160‐6732 １５



９ 双方向の情報受発信（現場の声を聞く取組）

国有林野事業は、一般会計移行に伴い、民有林施策との一体的な推進を図りつつ、森林・林業再生への貢献に向け積極国有林野事業は、 般会計移行に伴い、民有林施策との 体的な推進を図りつつ、森林 林業再生への貢献に向け積極
的に取り組んでいくこととしています。

このため、地域の課題を把握し、関係者と連携しながら各種の取り組みを実施します。

（１） 計画案作成に当たっての意見聴取

これまで地域管理経営計画案の内容を分かりやすくまとめた資料を作成し、ホームページ等で国民の皆様からの意見をお聞
きしてきたところですが、平成２５年度は、計画案の作成にあたり、公募により国民の皆様にお集まりいただき、ご意見をお聞きす
る懇談会等の実施を予定しています。談 実 定 す。

（２） 府県等との地域林政連絡会議の開催

民有林との連携をより一層強化するため、署等と府県等と

※地域管理経営計画とは、「国有林野の管理経営に関する法律」に基づき、国有林野の管理経営の考え方や伐採等の事業の総量等について、森林管理局長が流域ごとに
たてる５年間の計画です。

地域林政連絡会議

民有林との連携をより 層強化するため、署等と府県等と
で地域林政連絡会議を開催し、局、署等の重点取組事項とそ
の進捗状況、府県等の民有林施策の方向等の情報共有と意
見交換を実施し、連携して取り組む課題等を把握する予定で
す。

民有林・国有林の連携による「地域の財産」として多様で豊かな森
づくりす。

（３） 林業事業体等との意見交換の実施

局、署等の重点取組事項とその進捗状況、発注見通し、制度や
仕様の変更などを説明し 森林整備等に関し オ プンな場で意

○林業事業体等（造林・素材生産）意見交換会
近畿等ブロック（局） ：１０月１０日

くり
森林・林業再生への国有林の貢献
民有林施策の展開方向の把握

仕様の変更などを説明し、森林整備等に関し、オープンな場で意
見交換を行う予定です。今後各署等での効果的な実施方法を検討
します。

近畿等ブ ック（局） ０月 ０日
中国ブロック（広島署）：１０月２３日

○林業事業体等（治山・土木）意見交換会
石川・福井・滋賀・京都大阪ブロック（石川署）：１１月２１日
三重・奈良・和歌山ブロック（局） ：９月２６日

１６問い合わせ先：近畿中国森林管理局 企画調整課 担当：原 上野 TEL 050‐3160‐5683

兵庫・鳥取・岡山ブロック（鳥取署） ：１１月１４日
島根・広島北部・広島・山口ブロック（広島署） ：１０月３１日



（参考） 府県等との地域林政連絡会議の開催

地域の課題を把握するとともに、その課題を国有林の組織・技術・資源を活用し、府県等と協働で解決するため、各署等（署長、森林技術指導官、

地域林政調整官等）と府県等（担当課長等）で地域林政連絡会議を開催しています。これまでに１２府県において、初回は民有林と国有林の各施策地域林政調整官等）と府県等（担当課長等）で地域林政連絡会議を開催しています。これまでに１２府県において、初回は民有林と国有林の各施策
について情報交換を実施しており、引き続き継続的に開催し、連携して地域課題に対応していくこととしています。

地域林政連絡会議の流れ【今後、府県等と連携して対応していく主な課題】

石 川：海岸林の整備 森林共同施業団地設定の検討（猛禽類の保護等）等 地域林政連絡会議（初回）石 川：海岸林の整備、森林共同施業団地設定の検討（猛禽類の保護等）等
福 井：森林共同施業団地の設定等
滋 賀：カワウ、シカ被害対策等
京 都：シカ被害対策等
兵 庫：木材の需要拡大、地域林業の再生等
奈 良 路網の整備等

地域林政連絡会議（初回）

情報交換（情報の共有）

民有林施策

国有林野事業

奈 良：路網の整備等
和歌山：低コスト造林の取組等
鳥 取：木質バイオマスの活用対策、カシナガ・シカ被害対策等
島 根：木質バイオマスの活用対策、森林共同施業団地の施業の推進等
岡 山：民国共通の図面作成等

地域課題の洗い出し
（森林・林業・木材産業の課題）

以 後

広 島：事業体の育成等
山 口：コンテナ苗の普及対策等

ＬＯＯＰ

課題解決への取組
（フィールド・組織・技術の活用）

（民有林との連携）

地域林政連絡会議

事業の進捗状況確認 新たな課題の掘り起こし

継続課題の確認継続課題の確認

対応方法の確認

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 企画調整課 担当：原 上野 TEL 050‐3160‐5683 １７

広島県との情報交換 福井県との情報交換 課題解決 ＝ 地域への貢献



（参考） 林業事業体等との意見交換会の開催について

9月26日に当局大会議室において、治山工事及び林業専用道等林道工事関係事業体との意見交換会（三重･奈良･和歌山ブ
ロック）を開催しました 当日は16社 28名の方々が参加され 皆様方から当局の治山･林道工事に係る発注等に関しご意見ロック）を開催しました。当日は16社、28名の方々が参加され、皆様方から当局の治山･林道工事に係る発注等に関しご意見、
ご質問をいただき活発な意見交換を行いました。

【 意見交換会の概要】

１ 近畿中国森林管理局からの情報提供
①重点取組、平成26年度概算要求等、②発注者綱紀保持

③請負事業に係る労働安全、④治山工事及び林道工事の優良工事事例紹介

２ 事業体の皆様からいただいた主な意見等２ 事業体の皆様からいただいた主な意見等
○ 東日本大震災の復興事業の本格化、国土強靭化に伴う工事発注の増加等の理由により、資材購入、技術者の確保等が困難な状況

にあるため、工事の不落・不調が発生しているのではないか。
○ 森林管理局の工事の工期は年度末となっているが、５月末工期への見直しの検討をお願いしたい。
○ 森林管理局の工事は、公告から入札までの期間が長いため、その間に他機関の条件の良い工事の発注があれば、その工事に従事

することとなる。
○ 冬季工事とならないよう早期発注をお願いしたい。
○ 翌債工事やゼロ国債などの年度末の工事の発注は、手持ち工事が少ない時期の工事発注であるため、事業体としてはありがたい

工事発注である。

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 治 山 課 担当：徳留 橋本 TEL 050‐3160‐6756
森林整備課 担当：川村 中村 TEL 050‐3160‐6775

１８

局長からの挨拶 治山工事の優良事例の紹介 参加者からの発言の様子



１０ 准フォレスター等の人材育成

森林・林業に関する専門的かつ高度な知識・技術と現場経験を有し、長期的な視点に立って地域の森林づくりの全体像を示すとともに、市町村
や森林所有者等への指導等を的確に行うことができる人材を育成するための「准フォレスター研修」を府県職員・国有林職員を対象に実施しま森 所有者 導 う す 研 」 府県職員 国有 職員 象 実
す。また、准フォレスターによる市町村行政への技術的な支援を実施します。
なお、平成２５年度において、フォレスターの資格試験（林業普及指導員資格試験の森林総合監理士）が実施されることとなっています。
また、一般の土木技術・技能を有する者を対象に、林業専用道作設指針に基づく設計・監督・施工ができる技術者を養成するための「林業専用

道技術者研修」を実施します。

○准フォレスター研修

平成２５年度は、７月から研修を実施しており、
府県職員７２人、市町村職員２人、国有林職員５人
が３つのグループに分かれて受講しています。

今後１１月２２日までに全ての研修が終了する
予定です。

【准フォレスター研修：室内演習】 【准フォレスター研修：現地演習】

○林業専用道技術者研修

平成２５年度は、７月から研修を実施しており、
これまでに２回終了し、府県職員８人、市町村職員

有林職員 森林組合 独立行政法 職３人、国有林職員７人、森林組合・独立行政法人職
員１０人、事業体職員１７人、コンサルタント職員６
人が受講しました。

今後１０月１７日までにさらに２回の研修を行う
予定です。

【林業専用道研修：現地演習】 【林業専用道研修：室内演習】

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 技術普及課 担当：多田 今井 TEL 050‐3160‐6750 １９



（参考） 情報共有システムの構築

准フォレスター研修終了者間で准フォレスター活動に係るサポート情報等について情報共有を図るため、平成２４年度にメー
リングリストを設置しています。

今年度は 森林技術 支援 タ 技術普及課と管内 研究機関と 間 お 相互 情報交換を行うため 「情報共有今年度は、森林技術・支援センター、技術普及課と管内の研究機関との間において、相互に情報交換を行うための「情報共有
システム」を構築し、准フォレスターのメーリングリスト等と一体的に運用することにより研究機関、国有林、民国の准フォレス
ター間の情報共有を図るための準備を進めています。

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 技術普及課 担当：多田 今井 TEL 050‐3160‐6750 ２０



１１ 林産物の安定供給

平成25年度の木材供給量は、素材（丸太）を中心として11.1万m3を予定しています。
販売については 地域の原木市場 製材工場などを対象とした「安定供給システム」※により行うこととしており 国産材の需要拡大に努めます販売については、地域の原木市場、製材工場などを対象とした「安定供給システム」※により行うこととしており、国産材の需要拡大に努めます。
このほか、インターネット等を活用し、迅速かつ広範囲に公売情報の提供を行います。

また、地域の木材価格や需給動向を的確に把握しつつ、価格の急変時における国有林材の供給調整への対応を念頭に、有識者で構成する「国有
林材供給調整検討委員会」を新たに設置し、第１回の委員会を１０月１７日に開催します。署等においては市況動向の情報を収集して局に報告し、局
は署等間での情報共有を図るとともに、検討委員会へ資料を提出して実態を踏まえた議論となるよう努めます。

地域の原木市場において販売

※ ９月末現在、原木市場に２５千ｍ3（32％）、システム２千m3（6％）を供給し
ています。

【国有林材供給調整検討委員会の概要】

目的：国有林材の供給調整の必要性、供給調整を実施する際の方法等につ
いて検討

委員：学識経験者、都道府県、素材生産業、木材業界、原木市場・製品市場
係者

山土場から安定供給システムによる販売

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 資源活用課 担当：細川 藤本 TEL 050‐3160‐6766 ２１

関係者
・第１回検討委員会を１０月１７日に近畿中国森林管理局第１会議室で行いま
す。



１２ 鳥獣被害対策の推進

農林業に深刻な被害を与えているニホンジカについて、各市町等に設置されている鳥獣被害対策協議会等と連携
し、福井署、三重署、京都大阪所、兵庫署、鳥取署管内において、生息状況等調査、個体数管理等を実施し、地域と
一体となった鳥獣被害防止対策を一層推進します。

署 事業実施箇所 関係市町 事業内容

三重 大台町内の国有林 大台町 地元関係者等と連携し 生息状況調査

【新規】

三重 大台町内の国有林 大台町 地元関係者等と連携し、生息状況調査
や防護柵、樹木防護ネット等を設置。

滋賀 近江八幡市内の国有
林

近江八幡市内 有害鳥獣対策協議会等と連携し、カワ
ウの個体数管理を実施。

兵庫 たつの市内の国有林 たつの市 たつの市等と連携し 囲い罠の維持管兵庫 たつの市内の国有林 たつの市 たつの市等と連携し、囲い罠の維持管
理や個体数管理を実施。

署等 事業実施箇所 関係市町 事業内容

【継続】

福井 若狭森林計画区内の
国有林

敦賀市、若狭町、
小浜市、おおい
町

嶺南地域有害鳥獣対策協議会等と連
携し、生息状況等調査や森林整備等を
実施。

京都 京都市内の国有林 京都市 京都市有害鳥獣対策協議会等と連携京都
大阪

京都市内の国有林 京都市 京都市有害鳥獣対策協議会等と連携
し、個体数管理を実施。

兵庫 宍粟市内の国有林 宍粟市 宍粟市等と連携し、囲い罠の維持管理
や個体数管理を実施。

鳥取 若桜町内の国有林 若桜町 若桜町鳥獣対策協議会等と連携し、個

【シカの捕獲の様子】

鳥取 若桜町 国有林 若桜町 若桜町鳥獣対策協議会等と連携し、個
体数管理を実施。

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 計画課 担当：石上 森本 TEL 050‐3160‐6732 ２２



【ヒノキ植栽地のシカ害評価及び対処技術法の開発】

ニホンジカの食害対策が喫緊の課題とな ていることから 平成２５年

（参考） 近畿中国局独自のシカ被害対策の取組

ニホンジカの食害対策が喫緊の課題となっていることから、平成２５年
度を初年度として、森林総合研究所関西支所と共同で「ヒノキ植栽地のシ
カ害評価及び対処技術法の開発」に取り組んでいます(～平成２７年度)。
これにより、効果的なシカ被害対処技術を開発し、国有林、民有林への普
及・定着を図っていきます。

試 験 地：三室国有林、三光山国有林、小本宮国有林、加茂
山国有林(岡山森林管理署管内)
内 容：シカの生息密度が異なる複数の地域でモニタリン 対処技術開発

みむろ さんこうやま かもやま

内 容：シカの生息密度が異なる複数の地域でモニタリン
グ調査を行い（シカ害評価）、シカの生息密度と被害の関係を
明らかにするとともに、防護柵を利用したシカ捕獲技術の開発
と、防護柵と囲いワナを組み合わせた捕獲技術を開発(対処
技術開発）。

対処技術開発

【職員によるシカの生息状況把握】

該当署において、鳥獣被害防止対策を実施するほか、各署等におい
て、国有林とその周辺の森林におけるシカの生息や被害の状況の把握

ａ ｂ

A B C A B C

電気柵

、国有林 そ 周辺 森林 おけるシ 息や被害 状況 把握
に努め、関係者間で情報を共有するため、森林官等が出張時にシカを
目撃した場合は、目撃頭数や場所、周辺の被害状況等を記録し、報告
する取組を進めています。

近畿中国森林管理局館内のｼｶ頭数分布（各県の直近資
料より）

1 1

ａ ｂ

2 2

ａ ｂ

A B C A B C
きん

中
部
森
林
管

理
局

凡 例

ｼｶ0.5万頭未満

府県界

ｼｶ１万頭未満
ｼｶ3万頭未満

ｼｶ6万頭未満
ｼｶ6万頭以上

料より）

3 3

A B CA B C

自動撮影カメラ

管府県界
計画区界

試験地におけるモニタリング調査（電気柵等の設置）

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 技術普及課 担当：多田 今井 TEL 050‐3160‐6750
保全課 担当：大江 牧田 TEL 050‐3160‐6783

四国森林
管理局九州森林

管理局

２３



１３ 病虫害対策の推進

松くい虫、ナラ枯れ被害について、地方公共団体と連携を図りつつ、地域の実情に応じた防除等により、適切な森林の保全管理
を推進します。

【気比の松原100年構想 福井署】

福井県敦賀市の中心に位置する「気比の松原」（松原国有林）は史跡名勝天然記念物に指定されており、多くの市民の憩いの場として、また、暴風や
潮害から地域住民を守るため、大切に保護されてきました。

けひ

福井森林管理署を中心として、健全な松林の保全に向け、福井県や地元敦賀市等の行政機関、小学校等の教育機関 、地元市民団体や企業等多様
な団体が参加し、松くい虫防除や、林内整備等の適切な森林の保全管理を行い、「気比の松原100年構想 クロマツとアカマツがおりなす白砂青松の
再生」に向け、地域が一体となって取り組んでいきます。

【箕面の森 ナラ枯れ被害対策】

【100年構想検討会】 【気比の松原（松原国有林）】 【樹幹注入】

みのお

大阪府の北に位置する箕面国有林は「明治の森箕面自然休養林」に指定（Ｓ52.1.20指定）され、大阪府民の憩いの森となっています。

この箕面国有林に平成24年度からカシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害が出始めたため、地元市民団体や企業と協力して、カシノナガキクイムシの
被害防止対策として、「カシナガホイホイ」による防除と駆除を実施しており、今後も積極的に取り組んでいきます。

みのお

【被害調査の様子】 【被害木の表示】 【カシナガホイホイによる駆除】

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 保全課 担当：大江 牧田 TEL 050‐3160‐6783 ２４



【箕面の森 ナラ枯れ被害対策 京都大阪森林管理事務所】

（参考） 病虫害対策の推進への取り組み

【気比の松原 松林保全対策 福井森林管理署】

林は まめに手入れをしな と が弱り 広葉樹 林に移り変わ
平成25年4月23日、箕面国有林273林班内において、NPO法人 みのお
山麓保全委員会及び当所職員により、カシノナガキクイムシ（以下「カ
シナガ」という。）被害を受けた立木への『カシナガホイホイ』の設置作
業を実施しました。
カシナガホイホイは 粘着シ トにより カシナガを捕獲し 被害の拡

マツ林はこまめに手入れをしないとマツが弱り、広葉樹の林に移り変わ
ります。100年後、200年後も「気比の松原」を「松原」として維持していくた
めに、「気比の松原100年構想」により整備を進めています。
従来からの松くい虫対策を継続するとともに、マツ林を健全にするため

に、6月2日に市民約150人の協力を得て松葉かきを実施しました。
カシナガホイホイは、粘着シートにより、カシナガを捕獲し、被害の拡

散防止を図るものですが、当日は、前年にカシナガの穿入を受けたコ
ナラ、アラカシ等の生存木の穿孔部分に、穿入したカシナガが脱出出
来ないよう粘着部分を樹皮側に貼り付け、固定しました。
箕面国有林では、これまでにもカシナガ被害木に対して伐倒及び薬

剤燻蒸処 など 措 を実施 きま たが 今 組 も

民

剤燻蒸処理などの措置を実施してきましたが、今回の取組についても
今後、効果を検証しながら実施していく考えです。

また 7月9日には市民団体などによる「気比の松原100年構想推進連

市民による「松葉かき」

樹幹注入

薬剤地上散布

また、7月9日には市民団体などによる「気比の松原100年構想推進連
絡協議会」が発足しました。 協議会は、マツ林に適した環境を取り戻す
ための「松葉かき」を年2回実施するほ
か、保全活動を希望する団体等と行政
との窓口となります。
今後 福 森林管 署

被害木調査 穿入口の確認

気比の松原100年構想推進連絡協議会

今後、福井森林管理署では、マツの
本数調整や広葉樹の伐採などを行う予
定です。

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 保全課 担当：大江 牧田 TEL 050‐3160‐6783

気比の松原100年構想推進連絡協議会
設立総会

カシナガホイホイを立木に貼り付け 平成２４年度に実施した駆除状況

２５



１４ 木質バイオマスの供給

森林管理局では、搬出間伐等により発生した林地残材を平成23年度から搬出し、安定供給システムにより販売しており、平成25年度においても約
１万m3の供給を予定しています。１万m3の供給を予定しています。

なお、近畿中国森林管理局管内の各地域において、木質バイオマス発電所や熱供給システムの検討が進められており、森林管理署から協議会等
へ参画しているところです。今後も各地のニーズの情報収集を図り、国有林からの供給体制について検討を進めます。

また、各署等が発注する事業の実施を通じて林地残材の出材量の調査を行うほか、これまで取り組んできた実績データの分析、低コスト化の検討
などを取りまとめ民有林との連携や普及などに取り組みます。

林地残材 搬出後バッカンを活用した搬出

チップ原木供給量
平成23年度 ４，２２４m3
平成24年度 ５，７１０m3平成 年度 ，
平成25年度（予） １０，３５０m3

※９月末現在9,200m3の協定を締結。
また、最終の需要先をバイオマス発

電施設とした1 000 3の協定を締結

フォワーダを活用した搬出 山土場に集積

問い合わせ先：近畿中国森林管理局 資源活用課 担当：細川 藤本 TEL 050‐3160‐6766 ２６

電施設とした1,000m3の協定を締結。




